
第５１号議案 

ふじみ野市手数料条例の一部を改正する条例 

ふじみ野市手数料条例（平成１７年ふじみ野市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第８条第１項第３号及び同条第３項中「別表４０の項から５７の項まで」を「

別表３９の項から５６の項まで」に改める。 

 別表８の項を削り、同表９の項手数料を徴収する事務の欄を次のように改める。 

行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第７項に規定する個人番号カー

ドの再交付。ただし、次に掲げる場

合を除く。 

(1) 天災、市等の過失その他自己

の責めに帰することのできない

事由により紛失し、焼失し、若

しくは損傷した場合又は機能が

損なわれた場合 

(2) 追記欄の余白がなくなった場

合 

(3) 有効期間が満了する日までの

期間が３月未満となった場合 

(4) 個人番号又は住民票コードを

変更した場合 

(5) 市等の過失により誤って交付

された場合 

(6) 国外転出により返納した場合 

(7) 記載事項の変更（性別又は特

別養子縁組による氏の変更に限

る。）により返納した場合 

 別表中９の項を８の項とし、１０の項から６３の項までを１項ずつ繰り上げ、

同表６４の項中「４０の項」を「３９の項」に、「４１の項」を「４０の項」に

改め、同項を同表６３の項とし、同表６５の項中「４０の項」を「３９の項」に、

「４１の項」を「４０の項」に改め、同項を同表６４の項とし、同表６６の項中

「４０の項」を「３９の項」に、「４１の項」を「４０の項」に改め、同項を同

表６５の項とし、同表６７の項中「４０の項」を「３９の項」に、「４１の項」

を「４０の項」に、「６８の項第１号イ」を「６７の項第１号イ」に改め、同項

を同表６６の項とし、同表６８の項を同表６７の項とする。 



   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

令和２年６月１日提出 

 

ふじみ野市長 高 畑   博      

 

提案理由 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）の施行に

伴い、通知カードが廃止されるため、ふじみ野市手数料条例の一部を改正した

いので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

により、この案を提出するものである。 


